
建設業者のみなさまへ
▶ 「持続的な安定発注」に向けた建設業の担い手確保のためには、

- 賃上げにより担い手の処遇を改善すること、そのために、建設業者が賃金の原資であ
る労務費を適正に確保できるようにすること

- 発注者を含む関係者の行動変容により、担い手の賃金を競争原資としたダンピング
による受注競争を撲滅し、生産性や技術に基づく健全な競争環境へ転換すること

が不可欠です。
▶ そのため、建設業法等が改正され、令和７年12月から、建設工事の請負契約の

価格交渉・契約締結について新たなルールが適用されることになりました。
▶ 建設業者の皆様におかれては、以下のルールを遵守して取引していただくようお願いいたします。

受注に当たっては、

注文に当たっては、

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています（https://roumuhi.mlit.go.jp/）



関係事業者のみなさまへ

▶ 技能者の処遇を犠牲にしたいわゆるダンピングによる受注競争を撲滅
し、技術に基づく健全な競争環境を、建設工事の取引に関わる全て
の当事者のパートナーシップのもとで実現するため、
表面の取組に加え、以下についてご理解・ご協力をお願いいたします。

このほか、適正な取引に関する考え方は、「『労務費に関する基準』の運用方針」に記載しています
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）


